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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に半導体薄膜層、ゲート絶縁膜、ソース電極、ドレイン電極及びゲート電極を有
する半導体デバイスの製造方法において、
　下記一般式Ｉ及び一般式II
　　Ｚｎ（ＯＲ1）2　　　　・・・［Ｉ］
　　Ｍ（ＯＲ2）3　　　　　・・・［II］
（式中、Ｍはアルミニウム、鉄、インジウム及びガリウムの中の少なくとも一つの元素で
あり、比率Ｚｎ／Ｍが０．２～１０の範囲である。Ｒ1及びＲ2はそれぞれ同一でも異なっ
てもよく、炭素数が１～２０の置換又は無置換のアルキル基を表す。）
で表される金属アルコキシド化合物（一般式Ｉ及び一般式IIで表される化合物はその一部
が連結して複合アルコキシドを形成していてもよい）を含有し、１～１００ｍＰａ・ｓの
粘度を有する金属アルコキシド溶液をインクジェット又はディスペンサーにより基板に向
かって吐出させること、
　前記金属アルコキシド溶液を加熱して、半導体薄膜層を形成すること、
を含む半導体デバイスの製造方法。
【請求項２】
　前記一般式II中、Ｍがアルミニウム、鉄、インジウム及びガリウムの中の少なくとも二
つの元素を含み、それらの比率が０．０５～２０の範囲であることを特徴とする請求項１
記載の半導体デバイスの製造方法。
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【請求項３】
　前記金属アルコキシド溶液における比率Ｚｎ／Ｍが０．２から１．５の範囲であること
を特徴とする請求項１又は請求項２に記載の半導体デバイスの製造方法。
【請求項４】
　前記金属アルコキシド溶液におけるＺｎとＭの合計濃度が、前記金属アルコキシド溶液
の全質量に対して０．５～２０質量％であることを特徴とする請求項１～請求項３のいず
れか１項記載の半導体デバイスの製造方法。
【請求項５】
　前記金属アルコキシド溶液が更に、下記一般式IIIで表され且つ沸点が１２０℃～２５
０℃の高沸点溶媒を少なくとも１種類含むことを特徴とする請求項１～請求項４のいずれ
か１項に記載の半導体デバイスの製造方法。
　　Ｒ3－ＯＨ　　　　　　・・・［III］
（式中、Ｒ3は炭素原子数１～１２の置換又は未置換のアルキル基、アルケニル基、シク
ロアルキル基又はアリール基を表す。）
【請求項６】
　前記加熱が、赤外又は紫外レーザーにより行われることを特徴とする請求項１～請求項
５のいずれか１項記載の半導体デバイスの製造方法。
【請求項７】
　絶縁膜形成用溶液をインクジェット方式又はディスペンサー方式により基板に向かって
吐出させること、
　前記絶縁膜形成用溶液を加熱して、前記ゲート絶縁膜を形成すること
を更に含む請求項１～請求項６のいずれか１項記載の半導体デバイスの製造方法。
【請求項８】
　請求項１～請求項７のいずれか１項記載の半導体デバイスの製造方法によって製造され
た半導体デバイス。
【請求項９】
　半導体薄膜層がアモルファスであることを特徴とする請求項８記載の半導体デバイス。
【請求項１０】
　基板がプラスチックであることを特徴とする請求項８又は請求項９記載の半導体デバイ
ス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、金属アルコキシド溶液、それを用いた半導体デバイスの製造方法及び半導体
デバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、ガラス基板上に形成された多結晶シリコンやアモルファスシリコンＴＦＴは、液
晶ディスプレイや有機ＥＬディスプレイなどのフラットパネルディスプレイにおける画素
及びドライバに用いられている。しかしながら、モバイル用途を考えるとガラス基板に代
わり、軽くて割れにくいプラスチック基板の使用が切望されているが、ＴＦＴなどの半導
体デバイスを製造する際の耐熱性やフォトリソグラフィー工程における安定性・煩雑性な
どの点が問題であった。これに対処するため、ガラス基板上に半導体デバイスを一旦作製
したのち、プラスチック基板に移設することが検討されている（例えば、特許文献１参照
）。
【０００３】
　最近、細野らは室温プロセスで作製したアモルファス酸化物半導体を用いたフレキシブ
ル薄膜トランジスタを報告している（例えば、非特許文献１及び特許文献２参照）。これ
によれば、プラスチック基板上に気相法によりアモルファスＺｎＧａＩｎＯ4が形成され
、高い整流特性が得られている。
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【０００４】
　一方、透明導電膜パターンを形成するには、フォトレジストを用いたフォトリソグラフ
ィーが一般的である。また、例えば特許文献３及び４では、金属アルコキシドゾルや、金
属アルコキシド又は金属塩を主原料として得られる金属酸化物ゾルを基板上に塗布し乾燥
させて薄膜を形成した後、紫外線をパターン状に照射しエッチングしてパターンを形成す
る方法が開示されている。
【特許文献１】特開２００４－２３５２３８号公報
【特許文献２】特開２００４－１０３９５７号公報
【特許文献３】特開平６－１６６５０１号公報
【特許文献４】特開平９－１５７８５５号公報
【非特許文献１】Nature、(2004) Vol.432, pp.488-492
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、気相法による製造では、フォトリソグラフィーによりパターン形成を行
っているが、リソグラフィー工程における安定性や工程の煩雑性の観点ではさらに改善が
必要である。
　従って、本発明の目的は、良好な電気的性能を有する半導体デバイスを効率よく製造可
能な金属アルコキシド溶液、これを用いた半導体デバイスの製造方法及び半導体デバイス
を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の金属アルコキシド溶液は、下記一般式Ｉ及び一般式IIで表される金属アルコキ
シド化合物（一般式Ｉ及び一般式IIで表される化合物はその一部が連結して複合アルコキ
シドを形成していてもよい）を含有し、１～１００ｍＰａ・ｓの粘度を有するものである
。
　　Ｚｎ（ＯＲ1）2　　　　・・・［Ｉ］
　　Ｍ（ＯＲ2）3　　　　　・・・［II］
（式中、Ｍはアルミニウム、鉄、インジウム及びガリウムの中の少なくとも一つの元素で
あり、比率Ｚｎ／Ｍが０．２～１０の範囲である。Ｒ1及びＲ2はそれぞれ同一でも異なっ
ていてもよく、炭素数が１～２０の置換、又は無置換のアルキル基を表す。）
【０００７】
　ここで、上記一般式II中、Ｍがアルミニウム、鉄、インジウム及びガリウムの中の少な
くとも二つの元素を含み、それらの比率が０．０５～２０の範囲であることが好ましい。
　また、前記金属アルコキシド溶液における比率Ｚｎ／Ｍが０．２から１．５の範囲であ
ることが好ましい。
【０００８】
　また、前記金属アルコキシド溶液が更に、下記一般式IIIで表され且つ沸点が１２０℃
～２５０℃の高沸点溶媒を少なくとも１種類含むことが好ましい。
　　Ｒ3－ＯＨ　　　　　　・・・［III］
（式中、Ｒ3は炭素原子数１～１２の置換又は未置換のアルキル基、アルケニル基、シク
ロアルキル基、又はアリール基を表す。）
【０００９】
　本発明の半導体デバイスの製造方法は、基板上に半導体薄膜層、ゲート絶縁膜、ソース
電極、ドレイン電極及びゲート電極を有する半導体デバイスの製造方法において、上記金
属アルコキシド溶液をインクジェット又はディスペンサーにより基板に向かって吐出させ
ること、前記金属アルコキシド溶液を加熱して、半導体薄膜層を形成すること、を含むも
のである。
　ここで前記加熱が、赤外又は紫外レーザーにより行われることが好ましい。
　本発明の半導体デバイスは、上述した本発明の半導体デバイスの製造方法によって製造
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されたものである。
　ここで、半導体薄膜層がアモルファスであることが好ましく、また、基板がプラスチッ
クであることが好ましい。
【００１０】
　本発明の金属アルコキシド溶液は、一般式Ｉ及びIIで表される化合物、即ち、金属アル
コキシド又は複合アルコキシドを含み、これらを加熱することにより、半導体特性を有す
る金属酸化物のナノ粒子を形成することができる。この半導体特性を有する金属酸化物の
ナノ粒子は、結晶のみならずアモルファス状態であっても良好な半導体特性を発揮するこ
とができる。このため、溶液の状態で取り扱いやすい上に、結晶化に必要な高温での加熱
処理を行う必要なく、低温での加熱により緻密な半導体薄膜層の形成を可能にする。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、良好な電気的性能を有する半導体デバイスを効率よく製造可能な金属
アルコキシド溶液、これを用いた半導体デバイスの製造方法及び半導体デバイスが提供さ
れる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　本発明の金属アルコキシド溶液は、上記一般式Ｉ及び一般式IIで表される金属アルコキ
シド化合物を含有し、１～１００ｍＰａ・ｓの粘度を有するものである。
　　Ｚｎ（ＯＲ1）2　　　　・・・［Ｉ］
　　Ｍ（ＯＲ2）3　　　　　・・・［II］
　本金属アルコキシド溶液によれば、溶液自体を加熱することによりアモルファス状態で
も良好な半導体特性を有する金属酸化物ナノ粒子を得ることができるので、簡便に半導体
薄膜を形成することができる。
【００１３】
　上記一般式Ｉ及びIIで表される金属アルコキシド化合物は、溶液中、それぞれ１種で存
在してもよく、複数種を組み合わせたものであってもよい。
　上記式中、Ｍはアルミニウム、鉄、インジウム及びガリウムの中の少なくとも一つの元
素であり、粒子形成温度、隣接するゲート絶縁膜への拡散性、電気特性の観点から、好ま
しくは、これらの元素のうちの少なくとも二つを含む。これらのうち、室温で高い絶縁性
を示し、ノーマリーオフ特性を得やすい観点から、アルミニウム、ガリウム又はインジウ
ムが好ましい。
　また、電気特性の観点からは特にガリウムとインジウムとの組み合わせであることが好
ましく、材料コストの観点からは特にアルミニウムとインジウムとの組み合わせであるこ
とが好ましい。また、これらの元素のうち、アモルファス状態でも優れた電気特性が得ら
れるという観点から少なくともインジウムが含まれていることが好ましい。
　二つの元素を含む場合、一方の元素に対する他方の元素の比率として０．０５～２０で
あり、好ましくは０．１～１０である。３つの元素を含む場合は、各元素が少なくとも５
原子％含有していれば後は任意の比率で使用できる。
【００１４】
　上記一般式Ｉ及び一般式IIで表される金属アルコキシド化合物は、金属アルコキシド溶
液中で、それぞれ単独で存在していてもよく、その一部が連結して複合アルコキシドを形
成していてもよい。このとき、金属アルコキシド溶液中の各化合物及び／又は複合アルコ
キシドにおいて、比率Ｚｎ／Ｍは、０．２～１０の範囲である。０．２未満では原料コス
トが高くなり、一方、１０を超えるとＺｎ成分が過剰となって酸化亜鉛の結晶が生じて複
合酸化物ナノ粒子を形成することができない。Ｚｎ／Ｍの範囲は、電気特性の観点から０
．２～１．５の範囲であることが好ましく、０．５～１．３の範囲であることが更に好ま
しい。
【００１５】
　上記一般式Ｉ及びII中、Ｒ1及びＲ2はそれぞれ同一でも異なっていてもよく、炭素数が
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１～２０、好ましくは１～６のアルキル基を表し、置換されていても無置換であってもよ
い。炭素数が２０を超えると、金属分子間が長くなって薄膜形成時に金属酸化物中にアル
キル基が残存する場合があるため好ましくない。置換基としては、炭素数１～４のアルキ
ル基、アミノ基（アミノ基の水素原子は炭素数１～４のアルキル基で置換されていてもよ
い）、炭素数１～４のアルコキシ基、水酸基などを挙げることができる。
【００１６】
　このような一般式Ｉ及び一般式IIに相当する化合物の例としては、亜鉛エトキシド、亜
鉛エトキシエトキシド、亜鉛ジメチルアミノエトキシド、亜鉛メトキシエトキシド、イン
ジウムイソプロポキシド、インジウム－ｎ－ブトキシド、インジウムメトキシエトキシド
、インジウムジエチルアミノエトキシド、ガリウムエトキシド、ガリウムイソプロポキシ
ド、アルミニウムイソプロポキシド、アルミニウム－ｎ－ブトキシド、アルミニウム－ｓ
－ブトキシド、アルミニウム－ｔ－ブトキシド、アルミニウムエトキシド、アルミニウム
エトキシエトキシエトキシド、鉄イソプロポキシドなどを挙げることができる。
【００１７】
　本発明の金属アルコキシド溶液では、一般式Ｉ及びIIの金属アルコキシド化合物を、Ｚ
ｎとＭの合計濃度として０．５～２０質量％、好ましくは１～１０質量％で含有する。０
．５質量％未満では、均一な薄膜ができない場合があり、２０質量％を超えると充分に薄
い半導体膜を構成することができない場合がある。
【００１８】
　また、ナノ粒子分散液の粘度は、塗布手段により異なるが、例えばインクジェットやデ
ィスペンサーの場合、吐出性の観点から１～１００ｍＰａ・ｓ、好ましくは１～２０ｍＰ
ａ・ｓであることが望ましい。ナノ粒子分散液の上記粘度は、市販の粘度計、例えば振動
式粘度計VISCOMATE（ＣＢＣマテリアルズ株式会社製）で測定することができる。
【００１９】
　金属アルコキシド溶液は、上記金属アルコキシド化合物を溶解するための適当な溶媒を
含む。この溶媒としては、水、アルコール類、アミノアルコール類、グリコール類などを
挙げることができ、分散液の安定性、乾燥性の観点から下記一般式IIIで表される高沸点
溶媒を少なくとも１種含むものであることが更に好ましい。
　　Ｒ3－ＯＨ　　　　　［III］
【００２０】
　ここで、Ｒ3は炭素原子数２～１２の置換又は未置換のアルキル基、アルケニル基、シ
クロアルキル基、又はアリール基を表す。
　アルキル基としては、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、
ペンチル基、ヘキシル基、オクチル基などが挙げられる。アルケニル基としては、ブテニ
ル基、プロペニル基などが、シクロアルキル基としては、シクロヘキシル基などが、アリ
ール基としては、フェニル基などがそれぞれ挙げられる。
　アルキル基やアルケニル基への好ましい置換基の例としては、アルコキシ基（メトキシ
基、エトキシ基、イソプロポキシ基、メトキシエトキシ基、フェノキシ基など）、水酸基
、アミノ基などが挙げられる。シクロアルキル基やアリール基への好ましい置換基の例と
しては、アルキル基（メチル基、エチル基、ヒドロキシエチル基など）、アルコキシ基（
メトキシ基、エトキシ基、イソプロポキシ基、メトキシエトキシ基、フェノキシ基など）
、水酸基、アミノ基などが挙げられる。
　特に好ましい置換基としては、ジアルキルアミノ基（ジメチルアミノ基、ジエチルアミ
ノ基、ジ－ｎ－プロピルアミノ基、ジイソプロピルアミノ基、ジ－ｎ－ブチルアミノ基、
ジ-ｔ-ブチルアミノ基など）が挙げられる。
【００２１】
　また一般式IIIで表される上記高沸点溶媒の沸点は、１２０℃～２５０℃であり、乾燥
時の負荷軽減の観点から好ましくは１３０℃～２００℃である。沸点が１２０℃未満では
乾燥速度が速く十分な平滑性を得にくいため好ましくなく、２５０℃を超えると半導体薄
膜を形成する際に残存しやすくなるため、好ましくない。本発明に係る金属アルコキシド



(6) JP 4767616 B2 2011.9.7

10

20

30

40

50

溶液は、一般式IIIで表される高沸点溶媒を分散媒として少なくとも１種含有していれば
よく、このうちの複数種の組み合わせ、或いは他の溶媒との組み合わせであってもよい。
【００２２】
　一般式IIIに相当する高沸点溶媒としては、例えば、２－エトキシエタノール、２－（
メトキシエトキシ）エタノール、２－（エトキシエトキシ）エタノール、２－イソプロポ
キシエタノール、１－エトキシ－２－プロパノール、２－ジエチルアミノエタノール、２
-ジプロピルアミノエタノール、シクロヘキサノール、エチレングリコール、ジエチレン
グリコール、ベンジルアルコールなどを挙げることができる。
　これらの分散媒と併用できる溶媒としては、例えばジオキサン、ジメチルホルムアミド
、ジメチルスルホキシド、アセチルアセトンなどが挙げられる。
【００２３】
　本発明の金属アルコキシド溶液は、帯電防止剤、可塑剤、高分子バインダー、増粘剤等
の各種添加剤を目的に応じて添加し、物性調整した後、インクジェットプリンター用又は
ディスペンサー用のインク溶液として用いてもよい。
【００２４】
　本発明の金属アルコキシド溶液は、溶液の形態で塗布でき、表面が平滑な薄膜を形成す
ることができる。このため、より薄い膜を形成することができる。
　また、溶液自体を加熱し、熱分解することによって容易に、良好な半導体特性を有する
金属酸化物ナノ粒子分散液を形成することができるので、半導体デバイスにおける半導体
膜を構成するために好ましく用いることができる。
【００２５】
　本発明の金属アルコキシド溶液を加熱することによって得ることができる金属酸化物ナ
ノ粒子は、５０ｎｍ以下の平均粒子サイズを有することができる。５０ｎｍ以下であれば
、粒子を結晶化させるのに大きなエネルギーを要することがなく、抵抗率、キャリア移動
度などの電気特性も良好な範囲にすることができ、更には半導体デバイスを作製する際に
充分に薄い膜厚の半導体膜を形成することができる。
　なお、平均粒子サイズが１ｎｍ未満であると、粒子が不安定であり、塗布、乾燥中に合
一が起こりやすいため、好ましくない。金属酸化物ナノ粒子の平均粒子サイズは、粒子の
安定性及び塗布面の平滑性の観点から好ましくは、２ｎｍ～３０ｎｍ、さらに好ましくは
２ｎｍ～１０ｎｍである。また、変動係数は、塗布面の平滑性の観点から３０％以下、好
ましくは２０％以下、より好ましくは１０％以下の単分散粒子である。金属酸化物ナノ粒
子の粒子サイズは、透過型電子顕微鏡（ＴＥＭ）やＸ線回折（ＸＤ）によって測定するこ
とができる。
【００２６】
　また、この金属酸化物ナノ粒子は、多結晶状態でもアモルファス状態でもよいが、好ま
しくはアモルファス状態である。アモルファス状態であれば、比較的低温で粒子を形成す
ることができるので、粒子サイズを小さくすることが可能となり半導体薄膜層の平滑性、
緻密性を向上させることができる。従って、本発明の金属アルコキシド溶液を用いること
によって、ナノ粒子を結晶化させることなく、アモルファス状態で半導体デバイスを作製
することができる。
【００２７】
　本発明の金属アルコキシド溶液を熱分解することによって得られる金属酸化物ナノ粒子
としては、例えば、以下の一般式IVまたはIV'で表されるものが挙げられる。
　　ＺｎXＭYＩｎZＯ(X+1.5Y+1.5Z)　　　　［IV］
（式中、Ｍはアルミニウム、鉄及びガリウムの中の少なくとも一つの元素であり、比率Ｘ
／Ｙが０．２～１０の範囲であり、比率Ｙ／Ｚが０．１～２．５の範囲である。）
　　ＺｎX'ＩｎZ'Ｏ(X'+1.5Z')　　　　［IV'］
（式中、比率Ｘ'／Ｚ'は０．５～８の範囲である。）
【００２８】
　これらの金属酸化物ナノ粒子を含むことが可能な半導体デバイスとしては、各種のデバ
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イスを含むことができ、例えば、電界効果型トランジスタ、バイポーラトランジスタ、積
層型半導体装置、発光素子などを挙げることができる。これらの半導体デバイスの構成、
構造等の詳細は特開２００２－７６３５６号等の文献に記載されており、本発明において
も適用できる。
【００２９】
　次に本発明の金属アルコキシド溶液を用いて作製される本発明の半導体デバイスについ
て説明する。
　図１には、本発明の金属アルコキシド溶液を適用可能な半導体デバイスの一例としての
半導体デバイス１０が示されている。
　半導体デバイス１０では、基板１２上に、ゲート電極１４及びゲート絶縁膜１６を介し
て、ソース電極１８、ドレイン電極２０、半導体薄膜２２が設けられている。
【００３０】
　基板１２は、主として、絶縁性の材料で構成されており、石英ガラス、無アルカリガラ
ス、結晶化透明ガラス、耐熱ガラス（パイレックス（登録商標）ガラス）、サファイア等
のガラス；Ａｌ2Ｏ3、ＭｇＯ、ＢｅＯ、ＺｒＯ2、Ｙ2Ｏ3、ＴｈＯ2、ＣａＯ、ＧＧＧ（ガ
ドリウム・ガリウム・ガーネット）等の無機材料；ポリカーボネート；ポリメチルメタク
リレート等のアクリル樹脂；ポリ塩化ビニル、塩化ビニル共重合体等の塩化ビニル系樹脂
；エポキシ樹脂；ポリアリレート；ポリサルフォン；ポリエーテルサルフォン；ポリイミ
ド；フッ素樹脂；フェノキシ樹脂；ポリオレフィン系樹脂；ナイロン；スチレン系樹脂；
ＡＢＳ樹脂；金属；等を挙げることができ、所望によりそれらを併用してもよい。用途に
応じてこれらの材料から適宜選択して、フィルム状等の可撓性基板、又は剛性のある基板
とすることができる。
【００３１】
　耐熱性、耐光性の低いプラスチック基板を用いる場合には、該プラスチックのレーザ光
による変性を防止するために変性防止層（下地層）を設け、その上にゲート電極１４及び
ゲート絶縁膜１６を形成することが好ましい。変性防止層は、プラスチック基板へ到達す
る光のエネルギーを低減する機能を少なくとも有する層である。
　好ましい材料としては、ＳｉＯ2、ＳｎＯ2、ＺｎＯ、ＭｇＯ、ＣａＯ、ＳｒＯ、ＢａＯ
、Ａｌ2Ｏ3、ＺｒＯ2、Ｎｂ2Ｏ5、Ｖ2Ｏ5、ＴｉＯ2、Ｓｃ2Ｏ3、Ｙ2Ｏ3、Ｌａ2Ｏ3、Ｇａ

2Ｏ3、ＧｅＯ2、Ｔａ2Ｏ5、ＨｆＯ2などが挙げられる。これらの中で絶縁抵抗の大きいも
のはゲート絶縁膜の材料としても用いることができる。変性防止層は、ゾル－ゲル法、ス
パッタリング法、イオンプレーティング法、真空蒸着法など、通常の成膜方法により形成
できる。なお、前記基板の形状は円盤状、カード状、シート状などいずれの形状であって
もよい。
【００３２】
　ソース電極１８、ドレイン電極２０及びゲート電極１４としては、アルミニウム、銅な
どの金属、Ｔｉ－Ａｌ、Ｍｏ－Ｔｉなどの複合金属及び高ドープした半導体ポリシリコン
などの不透明導電性材料や、ＳｎをドープしたＩｎ2Ｏ3（ＩＴＯ）、ＳｂをドープＳｎＯ

2（ＡＴＯ）、ＺｎをドープしたＩｎ2Ｏ3（ＩＺＯ）、ＭｇＩｎ2Ｏ4、ＣｕＡｌＯ2，Ａｇ
ＩｎＯ2、１３族元素（Ｂ、Ａｌ、Ｇａ、Ｉｎ、Ｔｌ）、１７族元素（Ｆ、Ｃｌ、Ｂｒ、
Ｉ）、１族元素（Ｌｉ、Ｎａ、Ｋ、Ｒｂ、Ｃｓ）、１５族元素（Ｎ、Ｐ、Ａｓ、Ｓｂ、Ｂ
ｉ）のいずれかをドープした導電性ＺｎＯ等の透明導電性材料を挙げることができ、所望
によりそれらを併用してもよい。
　なお、ソース電極１８、ドレイン電極２０及びゲート電極１４としての各膜厚は、所望
される電気的特性によって異なるが、一般に、０．０４～１μｍとすることができる。
【００３３】
　ゲート絶縁膜１６としては、例えば、１価の価数を取りうる元素又は１５族元素又は、
３ｄ遷移金属元素をドープした絶縁性ＺｎＯ、ＳｉＮ、ＳｉＯ2等の透明絶縁性材料を挙
げることができる。ここで、１価の価数を取りうる元素としては、例えば、１族元素（Ｌ
ｉ、Ｎａ、Ｋ、Ｒｂ、Ｃｓ）、Ｃｕ、Ａｇ、Ａｕ等を挙げることができ、１５族元素とし
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ては、Ｎ、Ｐ、Ａｓ、Ｓｂ、Ｂｉ等を挙げることができる。ゲート絶縁膜１６としては、
その他にも、Ａｌ2Ｏ3、ＭｇＯ、ＣｅＯ2、ＳｃＡｌＭｇＯ4、ＳｉＯ2、等の透明絶縁性
酸化物を用いることができる。さらに、ポリマーフィルム、ビニール、プラスチック等の
透明な絶縁体を用いてもよい。
　なお、ゲート絶縁膜１６としての乾燥膜厚は、所望される電気的特性によって異なるが
、一般に、０．１～１μｍとすることができる。
【００３４】
　半導体薄膜２２は、上述した本発明の金属アルコキシド溶液を用いて形成することがで
きる。半導体薄膜２２の乾燥膜厚は、２０～５００ｎｍ、好ましくは３０～２００ｎｍと
することができる。
【００３５】
　このような本発明に係る半導体デバイスを製造する方法は、常法によってゲート電極１
４及びゲート絶縁膜１６上にソース電極１８及びドレイン電極２０が設けられた基板１２
上の所定の位置に向かって、本発明に係る金属アルコキシド溶液をインクジェット方式又
はディスペンサー方式により吐出して金属アルコキシド層を塗設（パターン形成）し、こ
のパターンを乾燥させ、その後、加熱することにより半導体薄膜２２を形成することを含
む。このようにインクジェット方式又はディスペンサー方式によって半導体薄膜２２を形
成するので、リソグラフィーを適用することなく効率よく、且つ低いエネルギーで半導体
デバイスを製造することができる。
【００３６】
　インクジェット方式及びディスペンサー方式による吐出工程では、ライン状に吐出ヘッ
ドを並べ、コンピューターに入力された図形情報に基づき各吐出ヘッドを作動させること
により、１次元に走査するだけで必要な箇所のみに金属アルコキシド溶液が塗布される。
これにより、金属アルコキシド溶液の無駄なく且つ短時間で半導体薄膜パターンを得るこ
とができる。
【００３７】
　インクジェットプリンターを用いて又はディスペンサー方式により金属アルコキシド溶
液を吐出した場合には、塗膜の厚みは、好ましくは０．１～１０００μｍ、より好ましく
は１～５００μｍである。これらの範囲内であれば、適切な電気特性を備えた半導体デバ
イスを構成するための乾燥膜厚を形成することができる。
【００３８】
　インクジェットプリンターには、インクの吐出方式により各種のタイプがある。例えば
、圧電素子型、バブルジェット（登録商標）型（インクに発泡を起こし、その圧力により
インクを噴出する方式）、空気流型、固形熱溶融性インク型、静電誘導型、音響インクプ
リント型、電気粘性インク型、また、大量生産に適した連続噴射型などがあり、本発明に
はいずれでも使用することができ、パターンの形状や厚さ、インクの種類などにより適宜
選択することができる。インクジェット方式の場合は、吐出するインク滴の大きさを調節
することにより、パターン幅やピッチを３μｍ程度まで細線化することができる。従って
、回路パターンやディスプレイの画素の形成にも十分対応できる。
【００３９】
　また、インクジェットプリンターやディスペンサーとパソコン等のコンピューターとを
接続することにより、コンピューターに入力された図形情報により、基板上にパターンを
形成することができる。
【００４０】
　金属アルコキシド溶液をパターン状に吐出して形成したパターンは、加熱（焼成）する
ことにより、金属アルコキシドから金属酸化物薄膜を形成し、緻密化できると共に必要に
より結晶化させて、良好な半導体特性を備えた半導体膜層２２を形成する。
　なお、加熱処理前のパターンの乾燥は、適宜行ってもよく、実施する場合には自然乾燥
でも通常の乾燥機を用いて行ってもよい。乾燥温度は、特に制限はないが、一般に、室温
～１５０℃にすることができる。
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【００４１】
　加熱（焼成）は、基板がガラスや石英などの耐熱性の場合には、電気炉などを用いて５
００℃程度まで加熱することができる。
　一方、プラスチック基板などの耐熱温度が低い材料を基板とした場合には、赤外又は紫
外レーザによって加熱することが好ましい。レーザの使用は、ビームを照射して塗膜部に
焦点を絞ることができるので描画した塗膜の部分だけ高エネルギーで加熱することができ
、この結果、プラスチック基板のような一般に耐熱性が高くない基板であっても適用する
ことができる。
【００４２】
　照射するレーザは、７５０ｎｍ～１７００ｎｍの赤外光（熱線）及び／又は３６０ｎｍ
以下の吸収を有する紫外光であることがより好ましい。更に、基板自体は吸収がないか、
吸収が弱い波長のものが望ましい。代表的なレーザとしては、ＡｌＧａＡｓやＩｎＧａＡ
ｓＰなどの半導体レーザ、Ｎｄ：ＹＡＧレーザ、ＡｒＦ、ＫｒＦ、ＸｅＣｌ、ＸｅＦなど
のエキシマレーザー、色素レーザなどが挙げられる。
【００４３】
　レーザによる加熱工程では、目的とする照射部に光を集束させてその部分を高エネルギ
ーとし、金属酸化物ナノ粒子の形成、緻密な金属酸化物薄膜の形成、結晶化を起こすこと
ができる。また、加熱工程によって形成される金属酸化物ナノ粒子の平均粒子サイズは、
１～５０ｎｍと小さいため、金属酸化物薄膜の緻密化や結晶化をより低温で起こすことが
でき、短時間レーザ照射することで半導体薄膜２２を得ることができる。また、得られる
金属酸化物薄膜がアモルファス状態であれば、比較的低温で半導体デバイスを形成するこ
とができるので、半導体デバイスを構成する際に無機材料のみならず有機材料を基板とし
て使用することができる。
【００４４】
　このレーザ照射の照射光の強さは、金属アルコキシドが金属酸化物ナノ粒子を形成する
と共に、金属酸化物薄膜２２が緻密化、必要により結晶化するに十分な程度であればよく
、特に制限はない。好ましくは０．１ｍＪ／ｃｍ2以上、より好ましくは１～１０００ｍ
Ｊ／ｃｍ2である。レーザの照射は連続であっても、パルス状のものを複数回行ってもよ
い。
【００４５】
　ゲート絶縁膜１６は、前述した絶縁性材料を適当な溶媒に溶解又は分散させた絶縁膜形
成用溶液を調製し、スピンコート、ディップコート、エクストルージョンコート、バーコ
ートなどの塗布法を利用した形成方法や、液相沈着法やスパッタリング、イオンプレーテ
ィング法などの気相法で製膜することができるが、好ましくは、半導体薄膜２２と同様に
、ゲート絶縁膜１６についても、絶縁膜形成用溶液をインクジェット方式又はディスペン
サー方式により所定位置に吐出させること、吐出された絶縁膜形成用溶液を加熱すること
を含む方法によって形成してもよい。このとき半導体薄膜２２と同様に、加熱工程の前に
乾燥工程を設けてもよい。これにより、半導体デバイス全体の製造効率を向上させること
ができる。
　ここで用いられる絶縁膜形成用溶液は、前述した絶縁性材料に加えて帯電防止剤、可塑
剤、高分子バインダー、増粘剤等の各種添加剤等を含むことができる。また、絶縁膜形成
用溶液は、前述した絶縁性材料のナノ粒子分散物であってもよい。
【００４６】
　また、基板１２とゲート絶縁膜１６及びゲート電極１４との間には、前記基板表面の平
面性の改善、接着力の向上、基板１２又は基板１２に接触する膜の変質防止などの目的で
、下塗り層が設けられてもよい。
　下塗り層の材料としては、例えば、ポリメチルメタクリレート、アクリル酸・メタクリ
ル酸共重合体、スチレン・無水マレイン酸共重合体、ポリビニルアルコール、Ｎーメチロ
ールアクリルアミド、スチレン・ビニルトルエン共重合体、クロルスルホン化ポリエチレ
ン、ニトロセルロース、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリデン、塩素化ポリオレフィン、
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ポリエステル、ポリイミド、酢酸ビニル・塩化ビニル共重合体、エチレン・酢酸ビニル共
重合体、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリカーボネート等の高分子物質；熱硬化性又
は光・電子線硬化樹脂；及びカップリング剤などの表面改質剤等が挙げられる。熱硬化性
又は光・電子線硬化樹脂、及びカップリング剤（例えば、シランカップリング剤、チタネ
ート系カップリング剤、ゲルマニウム系カップリング剤アルミニウム系カップリング剤な
ど）が好ましい。また、ＳｉＯ2やＳｉＮなどの無機材料であってもよい。
【００４７】
　前記下塗り層は、上記材料を適当な溶媒に溶解又は分散させて塗布液を調製し、該塗布
液をスピンコート、ディップコート、エクストルージョンコート、バーコートなどの塗布
法を利用して基板表面に塗布することにより形成することができる。また、前記無機材料
の場合には、液相沈着法やスパッタリング、イオンプレーティング法などの気相法で製膜
することができる。下塗り層の膜厚（乾燥時）は、一般に０．００１～２０μｍが好まし
く、０．００５～１０μｍがより好ましい。
【００４８】
　本発明の半導体デバイス１０は、金属アルコキシドを加熱することによって形成された
半導体薄膜２２を備えているので、所望の半導体特性を有することができ、また基板１２
の材料を無機材料に制限されることなく効率よく作製することができる。なお、本発明の
半導体デバイスは上記構造に限定されるものではなく、半導体デバイスの用途等に応じて
、ゲート絶縁膜、ソース電極、ドレイン電極、ゲート電極及び半導体薄膜の各構成部材の
相対位置を適宜、変更してもよい。また、各構成部材の配置に合わせて形成順序等を変更
することができる。
【実施例】
【００４９】
　本発明を以下の実施例によりさらに詳細に説明するが、本発明はそれらに限定されるも
のではない。また実施例中の％は、特に断らない限り重量（質量）基準である。
［実施例１］
［金属アルコキシド溶液の調製１］
　酢酸亜鉛二水和物１．１０ｇにエタノール５０ｍｌを加え１時間還流した。３０ｍｌを
留去したのち、２－エトキシエタノール１００ｍｌを加え溶液Ａを調製した。亜鉛エトキ
シド及び亜鉛エトキシエトキシドの生成を確認した。溶液Ａに、インジウムイソプロポキ
シド１.４６ｇ、ガリウムエトキシド１．０３ｇ、及び２-ジエチルアミノエタノール１０
０ｍｌを添加し１１０℃に昇温して１時間撹拌した。さらに一部溶媒を留去しながら１７
０℃に昇温して１時間撹拌した。その後、室温に冷却後収納し、金属アルコキシド溶液と
して、収量約３０ｍｌの淡黄色の試料（１）を得た（試料中の亜鉛・金属量：４．１質量
％）。
　酢酸亜鉛二水和物の使用量を０．７７ｇ、又は１．５４ｇに変えた以外は同様にして試
料（２）及び（３）を調製した。また、ガリウムエトキシドの使用量を０．８８ｇ、又は
１．２３ｇに変えた以外は同様にして試料（４）及び（５）を調製した。さらに、ガリウ
ムエトキシドの代わりにアルミニウムイソプロポキシドを１．０３ｇ、ガリウムイソプロ
ポキシドを１．２４ｇ、鉄（III）イソプロポキシドを１．１７ｇ用いた以外は同様にし
て試料（６）、（７）及び（８）を調製した。
　２-ジエチルアミノエタノール１００ｍｌの代わりに、２－（２－アミノエトキシエタ
ノール２０ｍｌ、トルエン３０ｍｌ及び２－エトキシエタノール５０ｍｌの混合溶媒を使
用した以外は試料（１）と同様の方法で試料（９）を調製した。
【００５０】
［金属アルコキシド溶液の調製２］
　酢酸亜鉛二水和物を１．６４ｇ、インジウムイソプロポキシドを０．１０ｇ、ガリウム
エトキシドを０．０７ｇ、を用いた以外は上記と同様にしてＺｎ:Ｇａ:Ｉｎ＝２２：１：
１（Ｚｎ／Ｍ＝１１）の試料（１０）を調製した。
【００５１】
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［試料の比較］
　上記のようにして得られた試料（１）～（７）の組成、粘度等を表１にまとめた。なお
、組成はＩＣＰ分析より求めた。粘度は、振動式粘度計VISCOMATE（CBCマテリアルズ（株
）社製）による測定で求めた。沈殿物の同定はＸ線回折パターンから判断した。
【００５２】
【表１】

【００５３】
　表１に示されるように、試料（１）～（９）では粘度８～９ｍＰａ・ｓの複合金属アル
コキシドを含む金属アルコキシド溶液であった。これに対して、試料（１０）では、Ｚｎ
Ｏの白色沈殿を生成し、金属アルコキシド溶液として使用することができなかった。これ
により、Ｚｎ／Ｍの比率が大きい金属アルコキシド溶液は合成できないことがわかった。
【００５４】
［実施例２］
［ボトムゲート型ＴＦＴの作製］
　幅５０ｍｍ、長さ５０ｍｍ、０．７ｍｍ厚のガラス基板上にフォトリソグラフィー法に
よりゲート電極（ＩＴＯ）を設置した。ゲート絶縁膜としてＲＦスパッタ法によりＹ2Ｏ3

を膜厚３００ｎｍで形成した。インクジェット法でＡｕナノインク（（株）アルバック製
）を用いてソース及びドレイン電極を描画し２００℃で２０分加熱した。チャネル長及び
チャネル幅はそれぞれ５０μｍ及び２００μｍであった。
　このソース及びドレイン電極の上に、金属アルコキシド溶液として実施例１で調製した
試料（１）をインクジェット法にて乾燥膜厚１５０ｎｍで塗設、乾燥後、５００℃で３０
分焼成してチャネル層を形成し、ボトムゲート型ＴＦＴを作製した。なお、試料（１）は
、乾燥後５００℃で３０分加熱してもＸ線回折パターンが得られないことを実験で確認し
ており、ここで形成した半導体薄膜（チャネル層）もアモルファス状態であると推定され
る。
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［ＴＦＴ素子の特性評価］
　作製したＴＦＴは、ゲート電圧ＶG＝０Ｖの時はＩDS＝１×１０-8Ａ（ＶDS＝５．０Ｖ
）であり、ＶG＝５Ｖの時はＩDS＝９×１０-6Ａとなり、ノーマリーＯＦＦ特性が得られ
た。
【００５５】
［実施例３］
［フレキシブル基板上へのＴＦＴ素子の作製］
　幅１００ｍｍ、長さ１００ｍｍ、０．２ｍｍ厚のＰＥＴ基板上にシランカップリング剤
を用いてＳｉＯ2からなる厚さ５００ｎｍの変性防止層を形成した。この上にフォトリソ
グラフィー法によりゲート電極（ＩＴＯ）を設置した。ゲート絶縁膜としてアルミニウム
イソプロポキシドの２－ジエチルアミノエタノール溶液を用い、スピンコートにより乾燥
膜厚３５０ｎｍで塗設、乾燥後、５００℃で１０分焼成した。インクジェット法でＡｕナ
ノインク（（株）アルバック製）を用いてソース及びドレイン電極を描画し２５０℃で２
０分加熱した。チャネル長及びチャネル幅はそれぞれ５０μｍ及び２００μｍであった。
　このソース電極及びドレイン電極の上に、金属アルコキシド溶液として実施例１で調製
した試料（１）を、インクジェット法にて乾燥膜厚１５０ｎｍで塗設、乾燥後、波長２４
８ｎｍのＫｒＦエキシマレーザー光（照射エネルギーは８０ｍＪ／ｃｍ2／パルス、周波
数２０Ｈｚ、照射時間１分）を照射してチャネル層を形成し、ＴＦＴを作製した。
［ＴＦＴ素子の特性評価］
　作製したＴＦＴは、ゲート電圧ＶG＝０Ｖの時はＩDS＝３×１０-8Ａ（ＶDS＝５．０Ｖ
）であり、ＶG＝５Ｖの時はＩDS＝８×１０-6Ａとなり、ノーマリーＯＦＦ特性が得られ
た。
　なお、チャネル層を実施例１で調製した試料（２）～（９）を用いて同様に作製したＴ
ＦＴもノーマリーＯＦＦ特性を得た。
【００５６】
　このように本発明の実施例にかかる半導体デバイスは、低エネルギーで効率よく製造す
ることができると共に、良好な電気的性能を有する。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】本実施例に係る半導体デバイスの構成を示す概略断面図である。
【符号の説明】
【００５８】
　１０　　半導体デバイス
　１２　　基板
　１４　　ゲート電極
　１６　　ゲート絶縁膜
　１８　　ソース電極
　２０　　ドレイン電極
　２２　　半導体薄膜
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